
事 務 連 絡   

令和２年１１月９日 

 

 

各都道府県教育委員会情報教育担当課 

 各指定都市教育委員会情報教育担当課 

  各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

  附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 附 属 

 学 校 事 務 主 管 課  御中 

 附 属 学 校 を 置 く 各 公 立 大 学 法 人 附 属 

 学 校 事 務 主 管 課 

  構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 

 各 地 方 公 共 団 体 株 式 会 社 立 学 校 事 務 主 管 課 

                   

 

文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課  

 

 

各学校における小学校プログラミング教育の実施レポートの公表について（周知） 

 

 

平素より、教育の情報化の推進に御理解・御協力いただきありがとうございます。 

この度、未来の学びコンソーシアムにおいて、各教育委員会及び学校から提出いただ

いた実施レポートを下記のとおり公表しました。 

これらも活用いただき、小学校プログラミング教育の円滑な実施に向けた取組を促進

いただきますようお願いいたします。 

なお、実施レポートの受付は「小学校プログラミング教育の円滑な実施のための取組

について（周知）」（令和２年８月２０日付け初等中等教育局情報教育・外国語教育課

事務連絡）にて周知のとおり、随時受け付けおりますので、レポートの提供に御協力い

ただける教育委員会又は学校は、直接未来の学びコンソーシアム事務局まで送付くださ

い。 

 このことについては、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会及び

所管の小学校等に対し、指定都市教育委員会においては、所管の小学校等に対し、都道

府県私立学校事務主管課においては、所轄の私立小学校等に対し、附属学校を置く国公

立大学法人においては，所管の附属小学校等に対し、構造改革特別区域法（平成 14年法



律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の株式会社立学校事務主管

課においては、所管の学校設置会社の設置する小学校に対し、十分周知するようお願い

します。 

 

記 

 

 

公表先：小学校を中心としたプログラミング教育ポータル 

https://miraino-manabi.jp/content/507 

 

 

 

＜本件担当＞ 

●小学校プログラミング教育全般について 

文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課 

情報教育振興室情報教育推進係 

 担当：窪田、大村 

TEL：03-5253-4111（内線 2090） 

FAX：03-6734-3712 

E-mail：jogai@mext.go.jp 

 

●各学校における小学校プログラミング教育の実施レポートの募集・公表について 

未来の学びコンソーシアム プロジェクト推進チーム 

担当：中台 

TEL：03-5253-4111（内線 3147） 

FAX：03-6734-3712 

E-mail：miraino-manabi@mext.go.jp 

https://miraino-manabi.jp/content/507
mailto:jogai@mext.go.jp
mailto:miraino-manabi@mext.go.jp

